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二
〇
一
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第
一
回
研
修
会
報
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１ 

●
構
造
コ
ラ
ム
「
地
震
に
よ
る
家
屋
被
害
、

そ
の
原
因
と
背
景
（
そ
の
一
）
」･

･
･
･

４ 

●
講
演
会
報
告
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
佐

倉
」･･

･
･
･
･･
･
･･
･
･･
･
･･
･
･
･
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･
･
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６ 

●
建
築
Ｇ
メ
ン
だ･

よ
り
「
第
三
者
検

査
」･･

･
･
･
･･
･
･･
･
･･

･
･･
･
･･
･･

･
･
･･
･

７ 

●
事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ･

･
･･
･･
･･･

８ 

        
去
る
七
月
二
四
日
（
土
）
、
品
川
区
総
合

区
民
会
館
（
き
ゅ
り
あ
ん
）
に
お
い
て
、

二
〇
一
〇
年
度
第
一
回
目
の
研
修
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

今
回
の
研
修
会
は
、
「
建
築
Ｇ
メ
ン
認
証

試
験
」
受
験
の
必
修
科
目
に
も
な
っ
て
い

ま
し
た
。
従
っ
て
、
建
築
Ｇ
メ
ン
を
目
指

す
会
員
に
と
っ
て
は
、
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
研
修
会
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。 

ま
た
、
他
の
会
員
に
と
っ
て
も
、
基
本
的

事
項
の
再
確
認
、
建
築
の
瑕
疵
判
定
な
ど
、

自
己
研
鑚
の
意
味
で
意
義
の
あ
る
研
修

会
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

こ
こ
に
、
研
修
会
の
講
義
内
容
を
要
約
し

て
報
告
し
ま
す
。 

 

□□
１１
時時
限限
目目  

  
  

  
  

講講
師師  

当当
会会
理理
事事
長長  

大大
川川  

照照
夫夫  

 
 

１
時
限
目
は
、
建
築
Ｇ
メ
ン
と
し
て
業

務
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
把
握
し
て
お
く

べ
き
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
講
義
が

あ
り
ま
し
た
。 

 一
．
瑕
疵
の
概
念
と
、 

瑕
疵
判
定
の
基
準
・
視
点  

 

(1)
瑕
疵
の
概
念 

瑕
疵
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
「
建
築
大

辞
典
」
や
「
我
妻
栄
博
士 

説
」、
日
本
建

築
学
会
編
「
建
築
紛
争
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」

や
「
住
宅
紛
争
処
理
技
術
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
」
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
瑕
疵
の
概
念

に
つ
い
て
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。 

こ
れ
ら
の
文
献
で
は
、
契
約
に
係
わ
る

瑕
疵
と
し
て
、
完
成
し
た
建
物
が
契
約
通

り
で
な
く
、
注
文
者
の
提
示
し
た
図
面
・

仕
様
に
適
合
し
な
い
、
当
事
者
が
あ
ら
か

じ
め
定
め
た
性
質
を
欠
い
て
い
る
点
な
ど 
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内 
 

容 

第
１
章 

土
地
・
建
物
を
取
引
す
る
と
き
の 

注
意 

第
２
章 

私
道
・
近
隣
を
め
ぐ
る
問
題 

第
３
章 

建
築
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る 

前
の
注
意 

第
４
章 

建
築
工
事
着
工
後
の
問
題 

第
５
章 

建
築
の
瑕
疵
に
関
す
る
問
題 

第
６
章 

建
築
紛
争
に
お
け
る
損
害
賠
償 

第
７
章 

建
築
工
事
を
め
ぐ
る
紛
争 

 

※
お
求
め
は
お
近
く
の
書
店
に
て 

お
願
い
し
ま
す
。 

 

 

書
籍
の
紹
介 

 

当
会 

顧
問 

田
中
峯
子
（
編
） 

 

【改
訂
版
】 

 
 

建
築
関
係
紛
争
の
法
律
相
談 

青
林
書
院
／
４
６
２
０
円
（
税
込
） 

 

 

文責： 
常任理事 
石岡 善正 
 

 

二
〇
一
〇
年
度 第

一
回
研
修
会
報
告 
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を
瑕
疵
と
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
建
物
の
瑕
疵
に
は
、
設
計
図
書

と
異
な
る
、
い
わ
ゆ
る
、
契
約
通
り
で
な

い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
建
物
の
使
用
価
値
、

も
し
く
は
、
交
換
価
値
を
減
尐
さ
せ
る
欠

点
が
あ
る
こ
と
や
、
建
物
と
し
て
通
常
有

す
べ
き
性
質
、
状
態
に
欠
け
て
い
る
点
な

ど
を
瑕
疵
と
し
て
い
ま
す
。 

 

(2)
建
築
物
に
お
け
る
瑕
疵
の
概
念
の
適
用 

 

「
中
村
幸
安
先
生
に
よ
る 

 

瑕
疵
概
念
規
定
」 

当
会
前
理
事
長
の
中
村
先
生
が
掲
げ

て
い
る
瑕
疵
の
主
な
も
の
を
集
約
す
る

と
、 ・

関
係
法
規
、
契
約
、
設
計
図
書
に
違

反
し
て
い
る
も
の
。 

           

・
設
計
に
間
違
い
が
あ
る
も
の
、
監

理
・
指
導
が
間
違
っ
て
い
る
も
の
。 

・
経
済
的
交
換
価
値
、
使
用
価
値
、
安

全
性
、
居
住
性
が
損
な
わ
れ
て
い
る

も
の
。 

な
ど
が
瑕
疵
に
あ
た
る
と
し
て
い
ま
す
。 

 

(3)
瑕
疵
の
判
定
に
用
い
る
諸
基
準 

瑕
疵
の
判
定
は
、
契
約
書
、
契
約
書
に

添
付
の
設
計
図
書
、
確
認
通
知
書
、
特
記

仕
様
書
、
そ
し
て
、
各
種
法
令
、
構
造
関

係
諸
基
準
、
設
備
関
係
諸
基
準
、
そ
の
他
、

住
宅
金
融
支
援
機
構
や
国
交
省
の
工
事

共
通
仕
様
書
な
ど
を
基
に
し
て
行
い
ま

す
。 尚

、
判
定
に
は
、
当
該
建
物
の
建
築
時

の
諸
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
が
原
則
で

あ
る
と
力
説
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
 

・
瑕
疵
事
項
の
序
列
は
重
要
事
項
を
優

先
し
て
記
載
す
る
。 

・
瑕
疵
事
項
の
指
摘
は
、
い
か
な
る
瑕

疵
か
を
明
確
に
示
す
。 

・
瑕
疵
の
証
拠
を
示
す
。 

・
瑕
疵
と
し
て
指
摘
す
る
根
拠
、
論
拠

を
示
す
。
契
約
書
や
関
係
法
令
・
諸

基
準
と
照
合
、
何
に
違
反
し
て
い
る

の
か
を
明
確
に
す
る
。 

・
瑕
疵
の
事
実
に
つ
い
て
、
論
拠
を 

 
 

示
し
、
瑕
疵
に
よ
る
損
害
や
危
険
性

な
ど
も
論
述
す
る
。 

ま
た
、
記
載
に
際
し
て
は
、
専
門
用
語

を
羅
列
す
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。 

  

二
．
瑕
疵
担
保
と
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス 

 

(1)
請
負
契
約
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
期
間 

・
民
法
（
六
三
四
・
六
三
八
・
六
三
九 

条
）
で
は
木
造
五
年
、
木
造
以
外
一

〇
年
。 

・
民
間
請
負
契
約
で
は
慣
例
と
し
て
木

造
一
年
、
木
造
以
外
二
年
。 

・
品
確
法
で
は
基
本
構
造
部
分
及
び
雤

漏
り
は
一
〇
年
（
但
し
二
〇
〇
〇
年

四
月
以
降
の
契
約
に
付
き
注
意
） 

  

(2)
不
法
行
為
責
任 

・
民
法
（
七
〇
九
・
七
二
四
条
）
で
は

二
〇
年
。 

瑕
疵
担
保
期
間
が
過
ぎ
、
瑕
疵
担
保
責

任
を
問
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
適
用
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
（
主
に
建
物
の
安

全
性
な
ど
） 

  

                                                        

1時限目講師 
当会理事長：大川 照夫氏 
 

一緒に活動しませんか！ 

 

●会員の種類   ●年会費 

正  会  員 ----- 24,000 円 

消費者正会員 ----- 12,000 円 

一 般 会 員  -----  6,000 円 

団体一般会員 ----- 48,000 円 

   

※ご入会の際は入会申込書が必要です。 

事務局までご連絡ください。 

会員の種類： 
正会員、消費者正会員、一般会員、団体一般会員の４種あります。「義務と権
利」、「会費」が異なります。 
 
▽正会員 
「正会員」は、会の中核を担う存在で、総会の議決権を持ち、会の目的達成の
ために必要な活動をし、会の運営に携わるものとします。相談等の業務への対
応は消費者正会員を除く「正会員」である必要があります。 
 
▽一般会員 
「一般会員」は「正会員」に比べ賛助会員としての性格を帯びています。もち
ろん積極的な参加もできますが、イベント参加や情報提供だけで良いという方
向けのものです。会社など団体で登録される場合は「団体一般会員」となりま
すが、会社の責任者が別途正会員になる必要があります。また、団体一般会員
であることを宣伝したり、名刺等に表記できません。 
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□□
２２
時時
限限
目目  

  
  

講講
師師  

当当
会会
理理
事事  

佐佐
藤藤  

賢賢
典典 

  

第
２
時
限
目
は
、
構
造
設
計
一
級
建
築

士
か
ら
見
た
、
木
造
戸
建
て
住
宅
の
構
造 

瑕
疵
に
関
す
る
講
義
で
し
た
。 

 

一
．
仕
様
規
定
と
性
能
規
定 

 

 

建
築
基
準
法
は
、
仕
様
規
定
と
性
能
規

定
の
ふ
た
つ
の
規
定
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。 

材
料
や
仕
様
を
明
示
し
て
い
る
の
が

仕
様
規
定
で
す
。
例
え
ば
、
柱
頭
や
柱
脚

に
は
、
○
○
金
物
を
使
用
す
る
よ
う
に
と

仕
様
を
規
定
し
て
い
る
も
の
な
ど
で
す
。

従
っ
て
、
こ
の
規
定
を
下
回
る
施
工
は
瑕

疵
に
あ
た
り
ま
す
。 

          

性
能
規
定
は
、
具
体
的
な
仕
様
は
明
示

せ
ず
、
仕
様
規
定
を
守
っ
た
場
合
と
同
等

の
性
能
を
有
す
れ
ば
、
極
端
に
は
、
ど
の

よ
う
な
設
計
で
も
よ
い
と
い
う
も
の
で

す
。
従
っ
て
、
仕
様
規
定
に
挙
げ
た
例
の

場
合
、
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
が
確
保

で
き
れ
ば
、
○
○
金
物
は
使
わ
な
く
て
も

よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

  二
．
地
盤
調
査
‐
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
式
サ
ウ 

ン
デ
ィ
ン
グ
（
Ｓ
Ｓ
試
験
）
に
つ
い
て 

 
基
準
法
や
同
施
行
令
に
は
、
地
盤
調
査

を
義
務
付
け
る
文
言
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
品
確
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
の
責
任

範
囲
に
地
盤
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

基
礎
に
つ
い
て
は
、
施
行
令
第
三
八
条

一
項
に
「
基
礎
は
…
地
盤
の
沈
下
や
変
形

に
対
し
、
安
全
な
も
の
」
と
規
定
、
同
条

三
項
で
は
「
…
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法

を
用
い
る
」
と
規
定
、
更
に
、
告
示
一
三

四
七
号
に
は
地
盤
の
許
容
応
力
度
ご
と

に
基
礎
の
構
造
方
法
を
示
し
て
い
ま
す
。 

木
造
建
築
物
の
場
合
、
地
盤
調
査
＝
Ｓ

Ｓ
試
験
と
思
っ
て
い
る
人
が
現
実
に
は

ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
従
っ

て
、
基
礎
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｓ
試
験
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
地
盤
の
換
算
支
持
力
を
、

即
、
告
示
一
三
四
七
号
に
当
て
は
め
、
基

礎
の
構
造
方
法
を
決
定
し
て
い
る
の
が

現
状
と
い
え
ま
す
。 

Ｓ
Ｓ
試
験
は
、
簡
易
で
調
査
費
が
安
価
、

他
に
も
長
所
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
半
面
、

土
質
の
採
取
が
出
来
な
い
、
換
算
Ｎ
値
に

バ
ラ
ツ
キ
が
多
い
な
ど
短
所
も
多
い
試

験
方
法
で
す
。 

ま
た
、
調
査
が
基
準
に
準
拠
し
た
手
法

で
行
わ
れ
て
い
な
い
、
調
査
結
果
に
対
す

る
正
し
い
評
価
が
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
怖
い
例
が
あ
る
の
で
注
意
を
要
し
ま

す
。 さ

ら
に
、
住
宅
の
場
合
、
構
造
設
計
者

が
設
計
に
係
わ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
地

盤
調
査
報
告
書
は
設
計
者
が
読
み
取
り

判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

従
っ
て
、
建
築
士
は
報
告
書
記
載
の
デ

ー
タ
を
読
み
取
る
力
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

特
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
自
沈
層
が

あ
る
地
盤
の
場
合
で
す
。
国
交
省
告
示
一

一
一
三
号
で
は
、｢

…
基
礎
の
底
部
か
ら

下
方
２
ｍ
以
内
の
距
離
に
…
Ｓ
Ｓ
式
の

荷
重
が
１
kN
以
下
で
自
沈
す
る
層
が
存

在
す
る
場
合
…
建
築
物
に
…
有
害
な
損

傷
、
変
形
及
び
沈
下
が
生
じ
な
い
こ
と
を 

                            

 

書
籍
の
紹
介 

[

監
修]

当
会
理
事
長 

大
川
照
夫 

／
事
務
局
長 

中
山
良
夫 

 

日
本
一
や
さ
し
い 

建
築
基
準
法
の
学
校 

 

ナ
ツ
メ
社
／
定
価
１
６
２
８
円 

 

（
目
次
） 

●
建
築
基
準
法
の
ど
こ
が
ど
う
改
正
さ
れ
た
の
か 

●
建
築
基
準
法
の
基
本
知
識
を
押
え
て
お
こ
う 

●
建
築
に
お
け
る
用
途
・
形
態
に
関
す
る
ル
ー
ル 

●
建
築
の
防
火
・
避
難
の
規
定
・
設
備
に
関
す
る 

ル
ー
ル 

●
建
築
物
の
室
内
環
境
・
安
全
に
関
す
る
ル
ー
ル 

●
建
築
物
の
構
造
強
度
に
関
す
る
ル
ー
ル 

●
建
築
に
ま
つ
わ
る
手
続
き
に
関
す
る
ル
ー
ル 

●
こ
れ
ま
で
の
総
復
習
！
自
分
の
実
力
を
知
ろ
う 

 

２時限目講師 
当会理事：佐藤 賢典氏 
 



（ 4）  2010 年（平成 22 年）  9 月3日  NPO 法人建築Ｇメンの会  会報「楔」第 88号 

欠陥住宅・欠陥建築で悩む人を救い、住宅検査の技術向上を目指すＮＰＯ建築Ｇメンの会  

確
か
め
る
…｣

と
規
定
し
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
そ
こ
ま
で
理
解
し
て
対
応
し

て
い
る
建
築
会
社
は
果
た
し
て
ど
の
く

ら
い
あ
る
で
し
ょ
う
か
。 

筆
者
は
、
明
ら
か
に
地
盤
調
査
が
必
要

と
判
断
で
き
る
建
築
地
で
地
盤
調
査
を

行
わ
ず
、
建
物
が
不
同
沈
下
を
起
こ
し
た

２
件
の
事
例
、
さ
ら
に
、
調
査
報
告
書
に

「
自
沈
層
が
あ
る
の
で
何
ら
か
の
対
策

が
必
要
で
す
」
、
対
策
工
法
と
し
て
、「
深

層
地
盤
改
良
・
セ
ミ
パ
イ
ル
」
と
提
案
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
策
を
怠
り
、

三
階
建
て
の
建
物
が
22
㎜
も
傾
斜
し
た

事
例
を
調
査
し
て
い
ま
す
。 

今
日
の
講
義
を
聞
き
、
事
故
が
起
き
る

背
景
に
は
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
る
現

実
が
あ
る
こ
と
を
、
実
感
さ
せ
ら
れ
た
研

修
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
致
し
ま
す
。 

   

       

      皆
さ
ん
は
「
家
」
と
い
う
〝
モ
ノ
〟
、

〝
言
葉
〟
に
何
を
求
め
ま
す
か
？
「
一
国

一
城
の
主
」
、
「
憧
れ
」
、
「
見
栄
」
…

重
要
視
す
る
の
は
間
取
り
？ 

外
観
？ 

住
み
心
地
（
快
適
性
）
？ 

環
境
？ 

等
々
。

ど
れ
も
重
要
な
要
素
で
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
は
「
家
族
の
安
全
性
確
保
」
が
前

提
条
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

 

今
回
は
建
物
に
作
用
す
る
自
然
災
害

の
中
で
最
も
怖
い
地
震
に
よ
る
被
災
原

因
や
背
景
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。 

地
震
は
地
球
が
活
動
し
て
い
る
証
で

あ
り
、
世
界
で
も
有
数
の
地
震
大
国
に
住

む
以
上
、
共
存
す
る
し
か
な
い
自
然
現
象

で
す
。
近
年
地
震
が
活
発
期
に
入
っ
た
と

の
説
が
あ
り
ま
す
が
「
巨
大
地
震
は
滅
多

に
来
な
い
」
と
多
く
の
国
民
が
考
え
て
い

る
よ
う
で
す
。
被
災
さ
れ
た
方
々
は
申
し

合
わ
せ
た
よ
う
に
「
ま
さ
か
こ
の
地
方
に

地
震
が
来
る
と
思
わ
な
か
っ
た
」
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
建
築
士
で
さ
え
「
建
物
の

耐
用
年
数
の
間
に
地
震
な
ど
来
る
は
ず

な
い
（
だ
か
ら
手
を
抜
け
）
」
な
ん
て
認 

     

 

識
で
す
か
ら
、
そ
れ
も
無
理
か
ら
ぬ
事
。 

と
こ
ろ
が
地
震
は
「
ル
ー
ル
の
な
い
魔

物
」
。
い
つ
、
何
処
で
、
ど
の
よ
う
な
場

面
で
遭
遇
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
地
震

対
策
を
本
業
と
し
て
い
る
筆
者
で
さ
え

震
度
五
弱
（
周
辺
地
域
の
発
表
）
に
出
会

し
た
時
に
は
身
体
が
固
ま
り
、
揺
れ
に
為

さ
れ
る
が
ま
ま
、
頭
さ
え
抱
え
る
の
も
忘

れ
、
収
ま
る
の
を
待
つ
ば
か
り
、
机
の

下
？ 

火
を
消
す
？ 

そ
の
よ
う
な
こ
と

思
い
付
き
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
地
震

は
財
産
を
奪
い
、
人
命
さ
え
失
い
か
ね
ま

せ
ん
。 

と
こ
ろ
が
地
震
被
害
に
つ
い
て
視
点
を

変
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
地
割
れ
は
避
け
よ

う
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
が
落
ち
る
よ
う

な
も
の
は
確
率
的
に
極
め
て
低
い
。 

 

津
波
や
土
砂
崩
れ
の
危
険
地
帯
は
素
人

で
も
大
ま
か
に
予
測
で
き
ま
す
の
で
、
そ

れ
ら
の
可
能
性
が
低
い
地
域
の
広
場
や

運
動
場
な
ど
で
古
代
人
の
よ
う
に
竪
穴

式
住
居
や
キ
ャ
ン
プ
用
テ
ン
ト
で
の
生

活
を
し
て
い
る
と
し
ま
す
。
テ
レ
ビ
や
冷

蔵
庫
が
飛
ん
で
来
る
こ
と
は
な
く
、
軽
量

な
屋
根
・
壁
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
れ
ば
潰

れ
て
も
大
き
な
ケ
ガ
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

こ
う
考
え
る
と
、
地
震
は
壊
れ
る
建
築

物
・
構
造
物
や
家
具
・
備
品
な
ど
「
文
明

の
利
器
」
が
凶
器
と
化
す
の
が
脅
威
で
あ

っ
て
、
「
地
震
そ
の
も
の
な
ど
恐
れ
る
に

足
り
ず
」
と
言
え
ま
す
。
そ
こ
で
も
う
一

歩
踏
み
込
ん
で
み
ま
す
。
家
具
や
備
品
は

素
人
で
も
簡
単
に
固
定
で
き
る
の
で
被

害
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ま
す
。
し
か
し

建
物
の
破
壊
・
倒
壊
は
素
人
に
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
人
的
被
害
も

避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
地
震
対

策
は
建
築
物
や
構
造
物
に
よ
る
被
害
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
最
も
肝
要
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

 

建
築
基
準
法
と
い
う
法
律
が
あ
り
ま

す
。
国
内
で
建
て
ら
れ
る
建
築
物
の
ほ
と

ん
ど
が
こ
の
法
律
の
遵
守
を
義
務
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
条
（
目
的
）
に

は
「
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保

護
を
図
る
た
め
の
〝
最
低
の
基
準
〟
を

定
め
る
」
と
さ
れ
、
現
行
法
の
地
震
時
に

お
け
る
建
築
物
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、

過
去
の
被
災
経
験
や
実
験
結
果
を
踏
ま

え
「
大
地
震
（
概
ね
震
度
六
強
～
震
度
七
）

に
遭
遇
し
た
際
、
多
尐
の
破
壊
や
元
の
状

態
に
戻
ら
な
い
程
度
の
変
形
は
許
容
す

る
が
人
的
被
害
が
起
こ
る
よ
う
な
崩

壊
・
倒
壊
は
防
止
す
る
」
と
の
主
旨
で
必

２時限目の講義の様子 
 

構構
造造
ココ
ララ
ムム  

地
震
に
よ
る
家
屋
被
害
、
そ
の
原
因
と
背
景
（
そ
の
一
…
地
盤
） 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
責 

理
事 

佐
藤 

賢
典
（
構
造
設
計
一
級
建
築
士
） 
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あなたの家は大丈夫ですか？ 

欠陥住宅など、住まいに関する相談・質問がある方は、 

「住まい 110 番名簿」（ http://www.kenchiku-gmen.or.jp/sumai110.html ） 

に掲載されているお近くの相談員まで、直接アクセスして下さい。 

 

誰に相談すれば良いかわからないなど、不明な点がありましたら、 

 事務局にお問合せいただければ、適当な相談員をご案内します。 

   TEL：042-311-4110 / FAX：042-311-4125 

   E-mail：jimukyoku@kenchiku-gmen.or.jp 

要
な
条
件
（
強
度
な
ど
）
を
仕
様
と
し
、

法
・
条
文
化
し
て
い
ま
す
。 

 
記
憶
に
残
る
兵
庫
県
南
部
地
震
（
一
九

九
五
年
）
で
は
最
大
震
度
七
（
当
初
、
気

象
庁
は
震
度
六
と
発
表
。
そ
の
後
、
家
屋

の
倒
壊
状
況
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
三

週
間
く
ら
い
経
て
か
ら
訂
正
）
。
新
潟
県

中
越
地
震
（
二
〇
〇
四
年
）
も
最
大
震
度

七
（
震
度
計
に
よ
る
震
度
七
を
初
め
て
観

測
）
。
能
登
半
島
地
震
（
二
〇
〇
七
年
）

は
最
大
震
度
六
強
で
し
た
。 

建
築
基
準
法
に
定
め
ら
れ
た
仕
様
・
規

定
が
遵
守
さ
れ
て
い
れ
ば
、
何
れ
の
地
震

も
メ
デ
ィ
ア
で
目
に
し
た
家
屋
被
害
や

人
的
損
失
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
く
、
裏
を

返
せ
ば
建
築
基
準
法
の
「
目
的
」
や
技
術

基
準
（
規
準
）
が
遵
守
さ
れ
て
な
か
っ
た

結
果
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
地
震
災
害
は
「
人
災
」
と
言
っ
て
も

過
言
で
な
く
、
最
大
の
問
題
は
「
建
物
が

安
全
で
あ
っ
た
か
？
」
、
「
安
全
で
な
か

っ
た
か
？
」
つ
ま
り
〝
建
物
に
潜
在
す
る

欠
陥
が
被
災
し
て
露
呈
〟
と
い
う
現
実

で
す
。 

 

確
か
に
こ
れ
ら
の
地
震
で
倒
壊
や
大

き
な
被
害
を
受
け
た
家
屋
の
多
く
は
老

朽
化
し
た
木
造
住
宅
、
い
わ
ゆ
る
「
既
存

不
適
格
建
築
物
（
現
行
法
令
に
適
合
し
な

い
古
い
基
準
で
建
て
ら
れ
た
も
の
や
欠

陥
建
築
物
）
」
で
し
た
が
、
築
年
数
の
浅

い
新
し
い
住
宅
の
被
害
も
目
に
つ
き
ま

し
た
。
保
守
・
管
理
の
悪
い
老
朽
化
し
た

家
屋
は
対
象
外
と
し
ま
す
が
、
被
害
度
合

い
と
築
年
数
の
相
関
関
係
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

個
別
の
被
災
要
因
に
つ
い
て
は
次
回

の
コ
ラ
ム
で
述
べ
る
つ
も
り
で
す
が
、
何

れ
の
場
合
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
軟

弱
地
盤
地
域
の
震
度
値
は
大
き
く
、
被
害

も
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て

軟
弱
地
盤
に
起
こ
り
易
い
地
割
れ
・
陥
没
、

液
状
化
、
地
滑
り
な
ど
の
地
盤
破
壊
に
よ

る
被
害
は
深
刻
で
修
繕
も
困
難
で
す
（
掲

載
画
像
そ
れ
ぞ
れ
の
修
繕
方
法
を
想
像

し
て
下
さ
い
）
。 

             

地
震
は
勿
論
、
自
然
災
害
に
よ
る
被
害

の
度
合
い
は
、
土
地
柄
・
地
盤
の
現
実
を

ど
の
程
度
斟
酌
、
ど
う
評
価
・
配
慮
を
し

た
設
計
を
行
い
、
そ
れ
を
い
か
に
施
工
に

反
映
し
た
か
で
明
暗
が
分
か
れ
ま
す
。 

            

            

「
家
族
の
安
全
性
確
保
」
の
た
め
の
家

が
「
家
族
へ
の
凶
器
」
と
化
し
て
は
な
り

ま
す
ま
い
。
こ
の
原
因
が
「
プ
ロ
た
る
建 

                              

崖地、地滑りにより地盤ごと傾斜 

 

～◇講演会報告◇～ 

市民大学講２時限目の講義の様子 

玄関土間の地割れ・陥没 

 

 

玄関土間の地割れ・陥没ホール

 

液状化で建物が不等沈下 
（階段高さに着目） 

http://www.kenchiku-gmen.or.jp/sumai110.html#meibo
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講
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会
報
告
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～ 

市
民
大
学
講
座 

「
ミ
レ
ニ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
佐
倉
」 

文
責 

正
会
員 

織
笠 

聡 

 

築
士
の
自
覚
の
欠
如
、
無
知
・
勉
強
不
足
、

甘
さ
」
だ
と
し
た
ら
…
背
筋
が
寒
く
な
り

ま
す
。 

 
 

            

          

 地
盤
調
査
を
行
っ
て
も
他
人
任
せ
で
報

告
書
を
読
み
と
れ
な
い
建
築
士
さ
ん
が

あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
る
現
実
が
あ
り
ま

す
、
確
か
に
高
度
な
専
門
知
識
が
必
要
で

は
あ
り
ま
す
が
…
。
消
費
者
に
よ
る
と

「
大
丈
夫
、
問
題
な
い
と
一
蹴
さ
れ
た
」

な
ど
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
楔
44
号
の
構

造
コ
ラ
ム
で
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
大

手
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
・
中
小
工
務
店
問
わ

ず
、
建
築
士
さ
ん
が
条
件
反
射
の
よ
う
に

口
に
す
る
「
問
題
な
い
」
な
ど
の
言
葉
は

「
私
に
は
解
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

さ
ら
に
愕
然
と
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を

紹
介
し
ま
す
。 

大
手
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
施
工
の
第
三

者
立
ち
合
い
の
際
、
地
盤
・
基
礎
の
設
計

瑕
疵
（
欠
陥
・
不
具
合
）
の
疑
い
を
指
摘

し
た
と
こ
ろ
、
本
社
の
技
術
・
開
発
担
当

者
に
法
律
家
（
何
故
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー

に
？
）
が
同
伴
、
わ
ざ
わ
ざ
田
舎
ま
で
来

た
も
の
の
、
技
術
論
で
は
な
く
、
ま
る
で

脅
し
。
挙
げ
句
「
消
費
者
が
求
め
る
の
は

見
栄
え
や
使
い
勝
手
。
見
え
な
い
部
分

（
地
盤
・
基
礎
・
構
造
躯
体
）
に
金
を
掛

け
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
な
い
」
と
吐
き
捨

て
帰
り
ま
し
た
。
「
安
全
性
や
耐
久
性
は

不
要
」
と
も
採
れ
る
姿
勢
、
開
発
・
設
計

コ
ン
セ
プ
ト
だ
っ
た
の
か
と
疑
い
た
く

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
商
品

開
発
を
し
て
い
る
メ
ー
カ
ー
が
一
社
や

二
社
で
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
な
ど
で
誰
も

が
知
っ
て
い
る
メ
ー
カ
ー
で
す
。 

 

大
手
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
に
し
て
み
る

と
皆
さ
ん
の
住
宅
は
年
間
、
何
百
・
何
千

扱
う
〝
日
々
の
流
れ
の
中
の
た
っ
た
１

棟
〟
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
消
費
者
に

と
っ
て
は
〝
一
生
に
一
度
、
家
族
の
安
全

と
歴
史
を
刻
む
、
か
け
が
え
の
な
い
買
物

〟
の
は
ず
。
こ
の
相
反
す
る
の
ギ
ャ
ッ
プ
、

消
費
者
・
皆
さ
ん
は
ど
う
思
い
、
対
応
し

た
ら
良
い
と
考
え
ま
す
か
？ 

       

        

 

去
る
八
月
一
八
日
（
水
）
、
千
葉
県
佐

倉
市
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
佐
倉
で

開
催
さ
れ
た
市
民
大
学
講
座
に
お
い
て
、

当
会
の
川
口
晴
保
副
理
事
長
が
、
「
リ
フ

ォ
ー
ム
ト
ラ
ブ
ル
の
防
ぎ
方
と
対
処
の

仕
方
」
と
題
し
講
演
し
ま
し
た
。 

 

当
日
は
真
夏
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四

五
名
の
受
講
者
が
来
場
さ
れ
ま
し
た
。
受

講
者
の
大
半
の
方
は
中
高
年
層
で
、
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
に
関
心
が
高
い
よ
う
で
、
熱

心
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
講
演
に
聞
き

入
っ
て
い
ま
し
た
。 

リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
っ
て
も
、
そ
の
目
的

を
達
成
で
き
な
け
れ
ば
、
何
の
た
め
の
工

事
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
騙
し
た
悪
徳
業
者
は
確
か
に
悪
い
、

し
か
し
、
騙
さ
れ
た
消
費
者
に
も
落
ち
度

は
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
防
止
す
る

た
め
の
知
識
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
、
賢

い
消
費
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。 

         

川
口
講
師
は
、
ト
ラ
ブ
ル
の
際
の
対
処

 

 

 

 

 

玄関土間の地割れ・陥没 

 

液状化でマンホールが突出 
(建物があったら？） 

講師 
当会副理事長：川口 晴保氏 
 

盛土と切土境界に建つ家 
（地盤破壊） 



（ 7）  2010 年（平成 22 年）  9 月3日  NPO 法人建築Ｇメンの会  会報「楔」第 88号 

欠陥住宅・欠陥建築で悩む人を救い、住宅検査の技術向上を目指すＮＰＯ建築Ｇメンの会  

方
法
と
し
て
、
消
費
者
契
約
法
、
ク
ー
リ

ン
グ
オ
フ
、
暴
利
行
為
に
よ
る
契
約
解
除

等
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。 

更
に
、
悪
徳
商
法
の
種
類
、
手
口
に
つ

い
て
も
、
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
解
説
し

ま
し
た
。 

後
半
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に
よ
る
悪

質
リ
フ
ォ
ー
ム
被
害
の
現
場
写
真
を
紹

介
し
ま
し
た
が
、
受
講
者
の
関
心
が
大
変

高
く
、
驚
き
の
声
や
、
ど
よ
め
き
が
起
こ

り
ま
し
た
。 

最
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
耐
震
工
事
を

考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
方
が
、
真
剣
に

質
問
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
所
要
時
間
二

時
間
の
講
演
で
し
た
が
、
要
点
の
大
変
わ

か
り
易
い
講
演
で
し
た
。 

          

木
造
住
宅
等
の
基
礎
の
構
造
に
関
し

て
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
八
条
に
よ

り
定
め
た
構
造
方
法
は
告
示
一
三
四
七

号
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

ま
ず
地
盤
の
長
期
許
容
応
力
度
（
地
盤

の
強
さ
）
に
よ
り
『
基
礎
ぐ
い
』
『
べ
た

基
礎
』
『
布
基
礎
』
を
選
定
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
『
基
礎
ぐ
い
』
は
お
お
ま

か
に
分
け
て
『
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ぐ
い
』
と

『
鋼
管
ぐ
い
』
で
す
。
地
盤
の
長
期
許
容

応
力
度
が
20

KN
／
㎡
未
満
の
場
合
は
基

礎
ぐ
い
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

30

KN
／
㎡
未
満
の
場
合
や
自
沈
層
（
地

盤
が
弱
い
部
分
）
が
あ
り
不
同
沈
下
の
恐

れ
が
あ
る
よ
う
な
場
合
も
基
礎
ぐ
い
の

検
討
が
必
要
で
す
。 

『
べ
た
基
礎
』
『
布
基
礎
』
の
詳
細
な

規
定
と
し
て
（
布
基
礎
は
一
部
か
っ
こ
内

寸
法
で
す
） 

・
基
礎
の
立
上
り
部
分
の
高
さ
は
地
盤 

面
よ
り
30
㎝
以
上
と
し
、
厚
さ
は

12
㎝
以
上
、
底
盤
の
厚
さ
は
12
㎝

以
上
（
15
㎝
以
上
）
と
す
る
。 

・
根
入
れ
の
深
さ
は
12
㎝
以
上
（
24
㎝

以
上
）
と
し
、
か
つ
、
凍
結
深
度
よ

り
も
深
い
も
の
と
す
る
。 

・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
基
礎
立
上

り
部
分
の
主
筋
は
径
12
㎜
以
上
の

異
形
鉄
筋
を
上
下
そ
れ
ぞ
れ
１
本

以
上
配
置
し
、
か
つ
、
補
強
筋
と
緊

結
す
る
。 

・
補
強
筋
は
径
９
㎜
以
上
で
30
㎝
以

下
の
間
隔
で
縦
に
配
置
す
る
。 

・
底
盤
の
補
強
筋
は
径
９
㎜
以
上
で
縦

横
に
30
㎝
以
下
の
間
隔
で
配
置
す

る
。 

と
な
っ
て
お
り
、
令
第
七
九
条
で
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
『
か
ぶ
り
厚
さ
』
が
規
定
さ
れ

て
い
ま
す
が
、『
基
礎
の
立
上
が
り
部
分
』

は
40
㎜
以
上
必
要
で
す
。 

現
場
検
査
に
行
く
と
『
か
ぶ
り
厚
さ
』

が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま

す
。
左
写
真
の
事
例
で
は
20
㎜
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。 

            

ま
た
告
示
一
四
六
〇
号
で
は
木
造
の

継
手
及
び
仕
口
の
構
造
が
定
め
ら
れ
、

『
ホ
ー
ル
ダ
ウ
ン
金
物
』
が
必
要
と
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。 

左
写
真
の
事
例
の
よ
う
に
金
物
の
か

ぶ
り
厚
さ
が
20
㎜
し
か
な
い
場
合
も
結

構
見
受
け
ら
れ
施
工
者
側
へ
指
摘
す
る

と
即
答
で
「
筋
交
い
が
干
渉
す
る
か
ら
仕

方
が
な
い
」
と
い
う
一
言
が
必
ず
返
っ
て

き
ま
す
。 

          

 

  

こ
れ
は
筋
交
い
金
物
の
選
定
等
に
よ

り
回
避
で
き
ま
す
。 

建
築
基
準
法
で
は
ホ
ー
ル
ダ
ウ
ン
金

物
の
か
ぶ
り
厚
さ
の
規
定
は
特
に
あ
り

ま
せ
ん
が
『
か
ぶ
り
厚
さ
』
が
必
要
な
理

由
は
鉄
筋
の
錆
の
防
止
や
コ
ン
ク
リ
ー

ト
と
の
付
着
力
で
す
。 

～
建
築
Ｇ
メ
ン
だ
よ
り
～ 

「
第
三
者
検
査
」 

 

文
責 

理
事 

古
屋
敷 

直
樹 

鉄筋のかぶり厚さ 20 ㎜ 

 

ホールダウン金物のかぶり厚さ 20㎜ 
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建
て
売
り
住
宅
の
第
三
者
検
査
を 

ご
依
頼
の
方
か
ら
の
ご
回
答 

調
停
中
物
件
の
調
査
・
測
量 

ご
依
頼
の
方
か
ら
の
ご
回
答 

地
震
時
に
基
礎
か
ら
ホ
ー
ル
ダ
ウ
ン

金
物
が
抜
け
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
し

っ
か
り
と
固
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と

思
い
ま
す
。 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
活
動
と
し
て
『
欠
陥
住 

宅
調
査
』
だ
け
で
は
な
く
、
注
文
住
宅
や

タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
え
ば
建
売
住
宅
の
基

礎
工
事
よ
り
の
ま
ず
地
盤
力
の
強
さ
に

よ
り
『
第
三
者
検
査
』
と
し
て
、
欠
陥
を

未
然
に
防
ぐ
活
動
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

   

  

□
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内 

10
年
度
第
２
回
研
修
会
の
ご
案
内 

▽
日
時 

10
年
9
月
26
日
（
日
） 

 

 
 
 
 
 

13
時
00
分
～
16
時
15
分 

▽
場
所 

品
川
区
立
総
合
区
民
会
館 

（
き
ゅ
り
あ
ん
）
５
階
第
２
講
習
室 

▽
交
通 

JR
／
東
急
線 

大
井
町
駅
前 

▽
講
演
内
容 

一
時
限
目
：
13
時
00
分
～
14
時
30
分 

「
実
践
建
築
Ｇ
メ
ン
の
業
務
」 

 
 
 

講
師
：
大
川
照
夫
（
当
会
理
事
長
） 

二
時
限
目
：
14
時
45
分
～
16
時
15
分 

「
建
築
Ｇ
メ
ン
の
た
め
の
法
律
知
識
」 

 
 

講
師
：
山
本
孝
（
当
会
副
理
事
長
） 

▽
参
加
費 

会
員
四
千
円
・
非
会
員
五
千 

 

円 

▽
主
催
・
問
合
せ 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
会 

℡
（
０
４
２
・
３
１
１
・
４
１
１
０
） 

 

 
 

 

□
建
築
Ｇ
メ
ン
の
会
に
つ
い
て 

 

よ
く
い
た
だ
く
ご
質
問
に
つ
い
て
ご
紹

介
い
た
し
ま
す
。 

 Ｑ
『
建
築
Ｇ
メ
ン
』
っ
て
な
ん
の
こ
と
!? 

建
物
を
造
る
技
術
と
は
別
に
、
建
物
を

調
査
す
る
に
は
そ
の
た
め
の
技
術
が
必

要
で
す
。
「
建
築
Ｇ
メ
ン
」
と
は
、
次
の

条
件
を
満
た
す
と
当
会
で
認
定
し
た
方

（
建
築
Ｇ
メ
ン
認
証
試
験
に
合
格
し
、
登

録
し
た
方
）
を
い
い
ま
す
。  

建
築
Ｇ
メ
ン
は
、
建
物
の
調
査
・
鑑

定
や
建
築
中
の
検
査
等
に
お
い
て
、
第

三
者
と
し
て
瑕
疵
の
判
定
を
行
う
こ

と
が
仕
事
で
す
。
こ
れ
ら
の
業
務
は
、

建
築
士
等
が
一
般
的
に
持
つ
建
物
を

作
る
た
め
の
職
能
と
は
別
の
知
識
と

技
術
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
業
界
の
論

理
に
与
し
な
い
公
正
な
姿
勢
と
、
社
会

貢
献
の
意
識
を
持
つ
こ
と
も
兼
ね
備

え
て
い
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
在

の
建
築
Ｇ
メ
ン
は
、
総
勢
49
名
。
そ
れ

ぞ
れ
建
築
の
実
務
経
験
の
上
に
、
当
会

で
研
修
し
た
知
識
を
加
え
、
認
証
試
験

に
合
格
し
た
方
々
で
す
。  

  

□
業
務
完
了
後
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら 

事
務
局
で
は
、
調
査
業
務
完
了
後
に
ご
依

頼
い
た
だ
い
た
方
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
ご
回
答
を

頂
い
た
中
か
ら
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

  

  

建
築
中
に
色
々
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
も

ら
え
、
と
て
も
心
強
か
っ
た
で
す
。
安
心

し
て
家
づ
く
り
が
出
来
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
が
ん

ば
っ
て
く
だ
さ
い
。 

（
東
京
都
在
住
の
方
か
ら
） 

    

建
築
Ｇ
メ
ン
の
お
か
げ
で
、
ハ
ウ
ス
メ

ー
カ
ー
と
も
対
等
に
渡
り
合
え
る
こ
と

が
で
き
、
非
常
に
助
か
り
ま
し
た
。
万
一

私
達
だ
け
で
対
応
し
て
い
た
場
合
、
ハ
ウ

ス
メ
ー
カ
ー
の
意
の
ま
ま
に
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
し
た
。
大
変
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

貴
団
体
が
あ
り
、
本
当
に
助
か
り
ま
し
た 

貴
団
体
の
存
在
意
義
に
大
き
く
賛
同
致

し
ま
す
。
末
長
く
貴
団
体
の
存
続
を
望
ん

で
お
り
ま
す
。 （

千
葉
県
在
住
の
方
か
ら
）    

～～
編編
集集
後後
記記
～～  

  

今
年
の
夏
は
異
常
な
猛
暑
。
Ｔ
Ｖ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
「
と
ろ
け
そ
う
」

の
表
現
が
ピ
ッ
タ
リ
で
あ
る
。
そ
の
暑
さ

の
中
、
一
心
不
乱
に
野
球
を
打
ち
込
む
高

校
球
児
達
の
姿
に
は
感
動
さ
せ
ら
れ
た
。

何
処
か
ら
あ
の
よ
う
な
気
力
、
体
力
が
生

ま
れ
る
の
か
。
や
れ
ば
で
き
る
「
政
治
家
」

さ
ん
達
も
見
習
っ
て
ほ
し
い
。 （

Ｙ･

Ｉ
） 

 

 

   

事事
務務
局局
かか
らら
のの
おお
知知
らら
せせ  

 


